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国
民
健
康
保
険
税
の
口
座
振
替

手
続
き
が
銀
行
印
不
要
に
！

国
民
健
康
保
険
税
の
口
座
振
替

手
続
き
が
、
市
の
窓
口
で
簡
単
に
で

き
る
サ
ー
ビ
ス
を
10
月
3
日
㊊
か

ら
開
始
し
ま
す
。
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー

ド
が
あ
れ
ば
手
続
き
可
能
で
す
。

国
保
年
金
課
・
収
税
課
・
本
納

支
所
で
、
専
用
端
末
に
キ
ャ
ッ

シ
ュ
カ
ー
ド
を
通
し
、
暗
証
番
号

を
入
力
す
る
こ
と
で
、
口
座
確
認

が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

口
座
振
替
依
頼
書
の
記
入
は
従

来
ど
お
り
必
要
で
す
が
、
振
替
開

始
が
最
短
当
月
末
、
遅
く
と
も
翌

月
末
と
な
り
（
従
来
は
早
く
て
も

翌
々
月
末
振
替
開
始
）、
開
始
ま

で
の
期
間
が
省
略
で
き
ま
す
。

※
金
融
機
関
で
の
お
申
し
込
み
方

法
は
従
来
と
変
わ
り
ま
せ
ん
。

◆
対
象
金
融
機
関

千
葉
銀
行
、
み
ず
ほ
銀
行
、
三

菱
東
京
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行
、
三
井
住
友

銀
行
、
り
そ
な
銀
行
、
埼
玉
り
そ

な
銀
行
、
千
葉
興
業
銀
行
、
京
葉

銀
行
、
銚
子
信
用
金
庫
、
房
総
信

用
組
合
、
中
央
労
働
金
庫
、
ゆ
う

ち
ょ
銀
行

と
国
保
年
金
課
（
2
階
）

☎
⒇
1
５
０
３
、
Ｆ
⒇
１
６
０
０

収
税
課
（
２
階
） 

☎
⒇
１
５
７
８
、
Ｆ
⒇
１
６
０
９

国
民
年
金
保
険
料
の
お
支
払
い

は
、お
得
な「
前
納
割
引
」で
！

国
民
年
金
第
1
号
被
保
険
者
お

よ
び
任
意
加
入
被
保
険
者
の
平
成

28
年
度
の
1
カ
月
あ
た
り
の
保
険

料
は
1
万
６
２
６
０
円
で
す
。

国
民
年
金
保
険
料
を
、
ま
と
め

て
前
払
い
（
前
納
）
す
る
と
割
引

が
あ
り
ま
す
。

例
え
ば
、
10
月
分
か
ら
3
月
分

の
保
険
料
を
10
月
末
ま
で
に
前
納

す
る
と
9
万
７
５
６
０
円
の
と
こ

ろ
が
9
万
６
７
７
０
円
（
７
９
０

円
割
引
）、
付
加
込
保
険
料
で

9
万
９
９
６
０
円
の
と
こ
ろ
が

9
万
９
１
５
０
円
（
８
１
０
円
割

引
）
と
な
り
、
お
得
で
す
。
た
だ

し
、
納
付
す
る
に
は
前
納
用
の
納

付
書
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
す
で

に
お
持
ち
で
あ
れ
ば
そ
の
ま
ま
お

使
い
い
た
だ
け
ま
す
が
、
お
手
元

に
な
い
方
は
千
葉
年
金
事
務
所

☎
０
４
３（
２
４
２
）６
３
２
０
へ

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※
口
座
振
替
の
場
合
は
、
割
引
額

が
異
な
り
ま
す
。

と
国
保
年
金
課
（
2
階
）

☎
⒇
1
５
０
３
、
Ｆ
⒇
１
６
０
０

介
護
施
設
見
学
会
を
開
催
し
ま
す

介
護
職
の
理
解
を
深
め
、
介
護

人
材
の
確
保
を
図
る
た
め
、
就
職

希
望
者
を
対
象
に
、
施
設
見
学
会

を
実
施
し
ま
す
。

期
日=

10
月
18
日
㊋
、26
日
㊌
／

時
間=

８
時
50
分
市
役
所
1
階
受

付
前
集
合
、
9
時
30
分
～
施
設
見

学
、
12
時
30
分
頃
終
了
予
定
／

場
所=

市
内
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
／
申
込
方
法=

氏
名
（
ふ
り
が

な
）・
住
所
・
電
話
番
号
・
参
加

希
望
日
を
明
記
の
上
、
高
齢
者
支

援
課
に
メ
ー
ル
ま
た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
に

て
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

と

高
齢
者
支
援
課
（
2
階
）

☎
⒇
１
５
７
２
、
Ｆ
⒇
１
６
１
０

Ｍkourei@
city.m

obara.chiba.jp

違
反
建
築
防
止
週
間 

10
月
15
日
㊏
～
21
日
㊎

新
築
す
る
時
や
増
改
築
す
る
時

は
も
ち
ろ
ん
、
現
在
あ
る
建
築
物

に
つ
い
て
も
建
築
基
準
法
に
適
合

し
て
い
る
か
建
築
士
と
相
談
し
、

安
全
な
建
築
物
づ
く
り
と
住
み
や

す
い
街
づ
く
り
を
心
が
け
ま
し
ょ

う
。こ
の
期
間
中
、「
一
斉
公
開
建
築

パ
ト
ロ
ー
ル
」が
実
施
さ
れ
ま
す
。

と

建
築
課
（
8
階
）

☎
⒇
１
５
８
８
、
Ｆ
⒇
１
６
０
６

浄
化
槽
の
機
能
維
持
の
た
め
に

次
の
こ
と
が
浄
化
槽
法
で
義
務
付

け
ら
れ
て
い
ま
す
。

○
保
守
点
検
（
年
3
回
以
上
）

機
器
の
調
整
や
補
修
、
消
毒
剤

の
補
充
な
ど
、
浄
化
槽
を
正
常
に

機
能
さ
せ
る
た
め
の
点
検
。

・
保
守
点
検
は
千
葉
県
に
登
録
さ

れ
て
い
る
浄
化
槽
保
守
点
検
業

者
に
委
託
し
て
く
だ
さ
い
。

○
清
掃
（
年
1
回
以
上
）

浄
化
槽
の
機
能
低
下
や
悪
臭
の

原
因
と
な
る
汚
泥
な
ど
の
抜
き
取

り
と
清
掃
。

・
清
掃
は
長
生
郡
市
広
域
市
町
村

圏
組
合
の
許
可
を
受
け
た
浄
化

槽
清
掃
業
者
に
委
託
し
て
く
だ

さ
い
。

○
法
定
検
査
（
年
1
回
）

浄
化
槽
の
維
持
管
理
が
適
切
に

行
わ
れ
、
正
常
に
機
能
し
て
い
る

か
を
確
認
す
る
た
め
の
検
査
。

・
法
定
検
査
は（
公
社
）千
葉
県
浄

化
槽
検
査
セ
ン
タ
ー（
０
４
３
‐

２
４
６
‐
６
２
８
３
）に
申
し
込

み
受
検
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
合
併
浄
化
槽
へ
の
切
り
替
え
を

浄
化
槽
に
は
、
ト
イ
レ
か
ら
の

排
水
だ
け
を
処
理
す
る
単
独
処
理

浄
化
槽
と
、
ト
イ
レ
や
台
所
、
風

10
月
1
日
は
浄
化
槽
の
日
で
す

呂
場
な
ど
か
ら
出
る
す
べ
て
の
排

水
を
処
理
す
る
合
併
処
理
浄
化
槽

が
あ
り
ま
す
。

単
独
処
理
浄
化
槽
や
く
み
取
り

便
槽
を
使
用
し
て
い
る
方
は
、
環

境
へ
の
負
荷
を
減
ら
す
た
め
、
合

併
処
理
浄
化
槽
に
切
り
替
え
ま

し
ょ
う
。

◆
合
併
処
理
浄
化
槽
の
設
置
補
助

市
で
は
、
単
独
処
理
浄
化
槽
ま

た
は
く
み
取
り
便
槽
か
ら
合
併
処

理
浄
化
槽
に
転
換
す
る
場
合
、
そ

の
設
置
費
用
の
一
部
を
助
成
し
て

い
ま
す
。
補
助
の
要
件
等
、
く
わ

し
く
は
設
置
工
事
の
前
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
補
助
金
額

・
単
独
処
理
浄
化
槽
か
ら
の
転
換

=

39
万
円

・
く
み
取
り
便
槽
か
ら
の
転
換

=

31
万
円

と
環
境
保
全
課
（
６
階
）

☎
⒇
１
５
０
４
、
Ｆ
⒇
１
６
０
４

お
知
ら
せ

千葉県最低賃金が改正
平成28年10月１日から
時間額　842円

（従来の817円から25円引上げ）
お問い合わせは、
　千葉労働局労働基準部賃金室
　☎０４３（２２１）２３２８
※24時間テレフォンサービス
　☎０４３（２２１）４７００へ。
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